






別表 給付対象者の負担額 

所得区分 収入状況 負担額 負担上限額 

市民税課税世帯 市民税が課税世帯に属する人 購入費用（限度

額７万円）の１

割に相当する額 

７，０００円 

生活保護世帯 生活保護受給世帯に属する人 ０円 － 

市民税非課税世帯 市民税が非課税世帯に属する人 ０円 － 

摘要 

１ 「市民税課税世帯」とは、市民税（人工呼吸器用非常用外部バッテリーの購入助成申請のあった月の

属する年度（助成申請の月が４月から６月までにあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定による市民税のことをいう。以下同じ。）の均等割の額がある住民基本台帳上の世帯の

ことをいう。 

２ 「市民税非課税世帯」とは、市民税の均等割の額がない住民基本台帳上の世帯のことをいう。 

３ 「生活保護世帯」とは、生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）のことをいう。 

４ 「購入費用の１割に相当する額」とは、１円未満を切捨てた額とする。 


